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令和２年度財政援助団体等監査結果（意見）に対する措置状況を、地方自治法第

199 条第 14 項の規定により、次のとおり公表します。
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財政援助団体等監査結果に対する措置状況

【公益社団法人シルバー人材センター】

【厚生地区まちづくりの会、小俣まちづくり協議会】

所管課等 監査結果（意見） 措 置 状 況

商工労政課 ① 補助金額は、国の交付要綱及び

執行方針に基づき支出しているが、

当該金額の算定基準は市の要綱等

で規定すべきであると考えるので

検討していただきたい。

「措置済み」

今年度より市の算定基準を明確にし、交

付決定の起案文書に明記しました。

所管課等 監査結果（意見） 措 置 状 況

市民交流課 ①事業の実施内容については、実績

報告書及び決算書により報告を受

けているが、交付金が目的に沿って

活用されているか、経理関係書類を

もとに十分に照査し、適切に指導さ

れたい。

「実施中」

当課職員及び地区担当職員（管理職職

員）において、まちづくり協議会が交付金

を目的に沿って適切に活用しているかを

適宜把握し、助言・指導を行っています。

また、各まちづくり協議会においても、

監事を置き、適切な審査をしています。


